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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を通流する主流路と、
　この主流路の内壁面近傍に前記主流路の上流側または下流側に向けた開口端部を有し、
この開口端部を介して前記主流路の内壁面近傍を流れる前記流体の一部を分岐して通流さ
せる１つまたは複数の分岐流路と、
　上記分岐流路に設けられて該分岐流路を通流する流体の流れを検出する熱式流れセンサ
とを具備したことを特徴とする流体検出装置。
【請求項２】
　前記開口端部を上流側に向けた複数の分岐流路の各開口端部、または前記開口端部を下
流側に向けた複数の分岐流路の各開口端部は、前記主流路の軸心を中心としてその流路断
面に沿って等角度間隔に設けられる請求項１に記載の流体検出装置。
【請求項３】
　前記開口端部を上流側に向けた複数の分岐流路同士、または前記開口端部を下流側に向
けた複数の分岐流路同士は互いに並列に接続され、
　前記熱式の流れ検出器は、上記並列接続された複数の分岐流路にそれぞれ流れる流体の
総流量を検出し得る位置に設けられるものである請求項１または２に記載の流体検出装置
。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の流体検出装置において、
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　前記分岐流路の他端側は、周囲の環境に向けて開放されていることを特徴とする流体検
出装置。
【請求項５】
　上記各分岐流路の他端部は互いに連通され、その連通部に前記熱式の流れ検出器が設け
られる請求項２または３に記載の流体検出装置。
【請求項６】
　上記各分岐流路のそれぞれの流路抵抗が、前記各分岐流路の他端部を互いに連通した連
通部の流路抵抗よりも大きいことを特徴とする請求項５に記載の流体検出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばガスバーナに供給する燃料ガスの流量計測を行うに好適な流体検出装置
に関する。
【０００２】
【関連する背景技術】
近時、全予混合燃焼などの低ＮＯx高効率燃焼が推進されており、例えばガスバーナやガ
スエンジンへの燃料ガス及び空気（以下、ガスという）の供給を高精度に制御することが
要求されている。このような制御を実現するにはガスバーナ等へ供給するガスの流量を高
精度に検出することが重要である。
【０００３】
ところでガス（流体）の流量を検出する流れ検出器として、ガスの通流方向にヒータを挟
んで設けた一対の温度センサを主流路内壁に露出させて設けることにより、ガスの流速に
よって変化する温度分布を温度差として検出し、これによってガスの質量流量を測定する
熱式流量計がある（例えば特許文献１を参照）。またガスの通流路にオリフィス（絞り）
を設け、オリフィスを介して検出される圧力（差圧）からガス流量を検出するオリフィス
型流量計も知られている（例えば特許文献２を参照）。
【０００４】
【特許文献１】
特開平４－２３０８０８号公報
【特許文献２】
特開平１０－３０７０４７号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら上述した熱式流量計は、ヒーター及び温度センサが主流路を流れるガスに
直接接触するので、例えば３００℃程度の高温ガスの流量計測には耐熱性の点で適さない
。また、流れの増加に対して検出出力が曲線状の変化を呈するため、流れと検出出力とが
比例関係にあると見なせる領域が狭い。従って比較的広い領域で流れを検出しようとする
と、流れに対する曲線状の検出出力を直線状に補正する演算が必要である。またオリフィ
ス型流量計においては、主流路に流れる流体の一部を分岐流路に分流する構造を採るため
、比較的高温のガスであっても分岐流路中で冷却されて検出可能であるが、その反面、オ
リフィスによるガス流路の絞り比を０.１～０.８程度に設定することが必要であり、圧力
損失を伴うことが否めない。更には分岐流路の流入側の開口端部をオリフィスの上流側に
、流出側の開口端部を下流側に振り分けて設ける必要があるので、流入側開口端部と流出
側開口端部との位置がある程度離れている。これ故、燃焼等に起因して主流路中のガスに
振動が生じる現象をオリフィス型流量計で検出しようとすると、流入側開口端部と流出側
開口端部との距離に対応する特定の周波数の振動を検出できないことがある。これは流入
側開口端部と流出側開口端部との気圧が等しくなると分岐流路に流れが生じなくなるから
である。
【０００６】
本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、その目的は、主流路に流れる流体が
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高温であったとしてもその流れを検出できるように構成することが可能であり、圧力損失
が極めて小さくなるように構成することが可能であり、燃料ガス等の流体の流れを高精度
に測定することのできる流体検出装置を提供することにある。
【０００７】
またその目的は、流れと検出出力とが比例関係にあるとみなせる領域が比較的広い流体検
出装置を提供することにある。また同時に分岐流路の流入側の開口端部と流出側の開口端
部との位置を近接させて設けることを可能とし、ガスの振動を正確に検出することのでき
る流体検出装置を提供することを目的としている。本発明はこれらの目的の少なくとも一
つを達成するためになされている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成するべく本発明は、燃料ガスなどを流す配管がなす流路断面の各部に
おける流速が、その配管の曲がり形状や配管壁面からの距離によって異なるが、配管の壁
面での流れがその流路に絞りがない場合にはクエット流であると見なすことができること
、そして配管の内壁面近傍での流速が配管内の平均流量に近似的に比例した関係にあるこ
とに着目してなされている。
【０００９】
　そこで本発明に係る流体検出装置は、流体を通流する主流路の内壁面近傍に、該主流路
の上流側または下流側に向けた開口端部を有し、この開口端部を介して前記主流路の内壁
面近傍を流れる前記流体の一部を分岐して通流させる１つまたは複数の分岐流路を設け、
この分岐流路を通流する流体の流量を熱式流れセンサを用いて検出するようにしたことを
特徴としている。
【００１０】
このように構成することで、主流路に絞りを実質的に設けることなく分岐流路に流体を分
流させることができる。それ故、主流路に大きな圧力損失を生じさせることがない。主流
路に流れるガスが高温であっても、そのうちの少量が分岐流路へ分流されて分岐流路内壁
へ熱を放出し温度が低下するので、熱式流れセンサの耐熱限界内での検出が可能である。
主流路を流れる流体の内壁面近傍を流れる層流境界層または層流底層の一部が分岐されて
分岐流路に流れるものと考えられ、それを検出するので、流れと検出出力とが比例関係に
あるとみなせる領域が広い。また主流路を流れる流体に発生する乱れの影響を受け難いも
のと考えられ、誤差の少ない検出が可能である。
【００１１】
好ましくは前記開口端部を上流側に向けた複数の分岐流路の各開口端部、または前記開口
端部を下流側に向けた複数の分岐流路の各開口端部を、前記主流路の軸心を中心としてそ
の流路断面に沿って等角度間隔に設け、これらの各分岐流路を流れる流体の流量をそれぞ
れ検出することを特徴とする。
このように複数の分岐流路の各開口端部を、その流路断面に沿って等角度間隔に設けてお
けば、例えばその上流側の流路の曲りに起因して主流路を流れる流体の流れに偏りが生じ
ていても、複数の分岐流路においてそれぞれ検出される流量の違いからその偏りを検出す
ることができる。更には、例えば各分岐流路においてそれぞれ検出される流量を相加平均
などで平均化することで、主流路を流れる流体の平均流量を計測することが可能となる。
【００１２】
また或いは前記開口端部を上流側に向けた複数の分岐流路、または前記開口端部を下流側
に向けた複数の分岐流路を互いに並列に接続し、これらの並列接続された複数の分岐流路
にそれぞれ流れる流体の総流量を、前記熱式流量計にて一括して検出するようにしても良
い。
このような構成とすれば、複数の分岐流路にそれぞれ流れる流体の総流量を簡易に検出す
ることができるので、例えば主流路を流れる流体の流れに偏りが生じていても、各分岐流
路にそれぞれ流れ込む流体の流量を平均化して流量計測を行うことが可能となる。従って
主流路を流れる流体の偏りの影響を受けることなしに、簡易に高精度な流量計測を行うこ
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とが可能となる。
【００１３】
尚、前述した分岐流路の他端側を開放しておき、主流路から分岐流路に分岐した流体を外
部に流出させるようにしたり、逆に外部から分岐流路を介して流入した流体を主流路に流
し込むようにしても良い。このような構成とするれば、主流路を流れる流体の一部が外部
に流出し、或いは外部から流入した流体が主流路内に導入されることになるが、例えばそ
の流体が空気であれば殊更な問題が生じることはなく、その構成の簡易化を図ることが可
能となる。
【００１４】
しかし前記開口端部を上流側に向けた分岐流路の開口端部を、前記開口端部を下流側に向
けた分岐流路の開口端部よりも上流側に位置付けておき、上記各分岐流路の他端部を互い
に連通して、分岐流路に分岐した流体の一部を主流路に戻すように構成することも可能で
ある。この場合には分岐流路の他端側を周囲環境に向けて開放した場合のような不具合を
招来することがなく、その流れ自体を安定化して流量検出を行うことが可能となる。
【００１５】
更に複数の分流路のそれぞれの流路抵抗を連通部の流路抵抗よりも大きくすることで、い
ずれかの開口端部の流れが局所的に変化した場合でも連通部の相加平均としての流れへの
影響を比較的小さくすることができ、主流路内の流れの分布の偏りの影響を受け難くする
ことができる。尚、本明細書における「流路抵抗」とは、ある流路を流れる流体の流量と
その流路の両端の差圧との近似的な比例定数をいう。差圧が一定の場合、流路抵抗を大き
くすると流量は小さくなる関係にある。一般的に流路の径を小さくするほど、また流路の
長さを長くするほど、流路抵抗は大きくなる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態に係る流体検出装置について詳しく説明する。
本発明に係る流体検出装置は、流路断面が円形をなす配管内を通流する流体の流れは上記
流路断面の各部において一様ではなく、図１(ａ)(ｂ)に示すように或る分布を持つ。具体
的には流体が持つ粘性により、一般的には流路断面の中央部での流れが速く、配管の内壁
面近傍での流れは遅い。特に図１(ｂ)に示すように上流側の管路が曲がっているような場
合、その流れが流路の曲がりによって歪められるので、流れの分布に偏りが生じる。
【００１７】
ちなみに配管の壁面近傍における流速は、ナビエ・ストークスの式と連続方程式とにより
示される層流境界層の方程式により表すことができる。ここで配管の内壁面近傍での流速
が［０］であるとすると、その流路に絞りがない場合には、壁面から距離ｄ（ｄ≠０）の
位置での流れΔｕはクエット流であると見なすことができる。そして壁面（ｙ＝０）にお
ける流速が［ｕ＝０］、クエット流の境界条件（ｙ＝Ｒ）における流速が［ｕ＝Ｕ（平均
流速）］であるとすると、その流速ｕは［ｕ＝Ｕ／Ｒ・ｙ］として近似することができる
。
【００１８】
ところで図１(ｂ)に示すように流体の流れに偏りがある場合における内壁面近傍（ｄ≒０
）での平均流速ｕaveは、流路断面を規定する内壁面に沿った周方向各部における内壁面
近傍での流速ｕfの相加平均として求めることができ、
ｕave ≒ Σｕf／ｎ ＝ ＵΣｄ／Ｒf／ｎ
なる関係が成立する。但し、上記Σは添字ｆを（ｆ＝１,～,ｎ）としたときの総和演算を
示す。これ故、平均流速Ｕは、
Ｕ ＝ （Σｕf／ｎ）／（Σｄ／Ｒf）
として表すことができる。従って内壁面から平均流速Ｕの流れる位置までの距離Ｒfは一
定であり、流速の測定位置ｄを上記距離Ｒfの範囲内の一定位置とすれば、上記測定位置
ｄにおいて計測される流速と平均流速Ｕとは比例関係を有することになる。
【００１９】
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以上の考察結果から、配管の内壁面近傍ｄにおける流速は配管内の流量に比例しており、
またその流れに偏りがある場合でも、流路断面に沿ってｎ等分した複数箇所において内壁
面近傍での流速をそれぞれ計測すれば、これらの計測値を相加平均することで平均流速計
測を、ｋを定数として
Ｕ ＝ ｋΣｕf／ｎ
として安定に行い得ること、つまり流れの偏りに拘わることなく平均流速を計測し得るこ
とがわかる。このことは、主流に乱流が発生している場合であっても同様である。本発明
は上述した知見に基づいてなされたもので、基本的には流路断面が円形をなす主流路の内
壁面近傍における流体の流速を計測するように構成される。
【００２０】
図２は、本発明の実施形態に係る流体検出装置を要部概略構成を示す断面図であり、１は
流路断面が円形をなす主流路（円形配管）を示している。少なくとも図示されている範囲
において、主流路の径は一定である。流体検出装置は、上記主流路１を形成する管内壁面
１ａの近傍に開口端部２（２ａ,２ｂ）を有し、前記主流路１の内壁面近傍を流れる流体
の一部を分岐して通流させる少なくとも１つの分岐流路３を備える。少なくとも図示され
ている範囲において、分岐流路３の径は一定である。ちなみに上記分岐流路３は、その開
口端部２ａを主流路１の上流側に向けた分岐流路３ａ、または開口端部２ｂを主流路１の
下流側に向けた分岐流路３ｂからなる。尚、流体検出装置は、開口端部２ａを上流側に向
けた分岐流路３ａおよび開口端部２ｂを下流側に向けた分岐流路３ｂの双方を備えたもの
であっても良いが、その一方だけを備えたものであっても良い。
【００２１】
また上記分岐流路３の開口端部２は、管内壁面１ａの近傍の前述したクエット流だけを分
岐して分岐流路３に流すべく、その開口位置（測定位置ｄ）がクエット流の境界Ｒfより
も管内壁面に近くなるように、例えば管内壁面１ａから０.３～１.０ｍｍ程度の高さに設
定されている（便宜上、管内壁面を基準に管の中心方向へ向けた距離を「高さ」と称する
）。さらに具体的に例示すれば、開口端部２は０.８ｍｍの口径を有し、口径の中心は管
内壁面１ａから０.５ｍｍの高さに位置する。このような高さ位置に設けられた開口端部
２により、主流路１を通流する流体の、いわゆる層流境界層または層流底層の流れの一部
が分岐流路３に分岐される。
【００２２】
そしてこの分岐流路３（３ａ,３ｂ）を流れる流体の流速（流量）は、該分岐流路３に組
み込まれた熱式流量計４（４ａ,４ｂ）により検出され、その検出信号はマイクロプロセ
ッサ等からなる信号処理部５に与えられることで、前記主流路１を流れる流体の平均流速
（流量）Ｕが計測されるようになっている。尚、このような熱式流量計４は、例えば上述
の特許文献１により公知である。
【００２３】
尚、分岐流路３の他端が流路外部の周囲環境（例えば大気）に向けて開放されている場合
には、主流路１から開口端部２ａを介して分岐された流れの一部は、分岐流路３ａを介し
て外部に流出し、また外部から分岐流路３ｂに流入した流体はその開口端部２ｂから主流
路１内に導入されることになる。いずれの場合にしろ開口端部２が設けられた管内壁面１
ａの近傍における流れは、その流路方向に一定の速さで流れる層流境界層または層流底層
である。そして分岐流路３ａ,３ｂを通流する流体の流れは上記層流境界層または層流底
層の流れに依存する。
【００２４】
従って分岐流路３ａ,３ｂは、主流路１における層流境界層または層流底層の流れの一部
を取り出して通流するか、或いは層流境界層または層流底層の流れの一部として外部から
加える流体を流すかの違いを有するだけであり、実質的に層流境界層または層流底層の一
部を分岐して通流すると見なすことができる。これ故、分岐流路３（３ａ,３ｂ）を流れ
る流体の流速を検出することで上記層流境界層または層流底層の流速を正確に検出するこ
とができる。尚、開口端部２近傍の主流路１の断面積は常に一定であるから、この断面積
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と上記流速との積が流量に相当（比例）する。この理由により、本明細書においては「流
速」なる表記と「流量」なる表記とを互いに置換可能なものとして使用することがある。
また、これらを総称して「流れ」と表記することがある。
【００２５】
ところで上述した分岐流路３（３ａ,３ｂ）を、主流路１が形成する流路断面においてそ
の管内壁面１ａの周方向に沿って複数設けるようにしても良い。この場合には、図３に主
流路１の横断面を模式的に示すように複数の分岐流路３の各開口端部２を主流路１の軸心
を中心に等角度間隔に配置するようにすれば良い。具体的には４本の分岐流路３を設ける
場合には、主流路１の円環をなす管内壁面１ａを９０°間隔で等分し、これらの等分割さ
れた各位置に前記各分岐流路３の開口端部２をそれぞれ配置するようにすれば良い。各分
岐流路３の径は全て等しいものであることが望ましい（例えば０.８ｍｍ）。そしてこれ
らの各分岐流路３にそれぞれ分岐された流体の流速をそれぞれ検出するようにすれば、例
えば前述した図１(ｂ)に示すように主流路１を通流する流体の流れに偏りがあっても、そ
の偏りに応じた管内壁面１ａの各部における流速をそれぞれ検出することが可能となる。
【００２６】
従って複数の分岐流路３を介してそれぞれ検出される管内壁面１ａの各部における流速を
総合判定し、例えば各部における流速の差を求めれば主流路１を通流する流体の流れの偏
りを評価することが可能となる。またこれらの分岐流路３を介してそれぞれ検出される管
内壁面１ａの各部における流速を相加平均すれば、上述した流れの偏りに拘わることなく
、その平均流量を簡易に求めることが可能となる。換言すれば流量計測部位の上流側に曲
り管路が存在し、これによって主流路１を通流する流体の流れに歪み（流速分布の偏り）
がある場合であっても、その平均流速を簡易にしかも精度良く計測することが可能となる
。
【００２７】
尚、この場合においても主流路１の軸心を中心に等角度間隔に配置する複数の開口端部２
については、前述した主流路１の上流側に向けた開口端部２ａであっても良く、或いは主
流路１の下流側に向けた開口端部２ｂであっても良い。またこれらの各開口端部２につい
ても、前述したようにその開口位置（測定位置ｄ）がクエット流の境界Ｒfよりも低くな
るように、例えば管内壁面１ａから０.３～１.０ｍｍ程度の一定の高さに揃えておけば良
い。
【００２８】
また上述した複数の分岐流路３を、例えば図４に示すように連結流路６を介して並列に接
続し、上記分岐流路３をそれぞれ通流する流体を合流させて通流する連結流路６に熱式流
量計４を設けることも可能である。即ち、主流路１の周方向を等分する位置に開口端部２
をそれぞれ設けた複数の分岐流路３の他端部を、前記主流路１の外周に沿って円環状に設
けた連結流路６にそれぞれ連通させる。そしてこの連結流路６の一部から外部に導出され
た合流流路６ａに熱式流量計４を組み込むようにしても良い。この場合、連結流路６及び
合流流路６ａが連通部に相当する。望ましい実施の形態としては、分岐流路３及び連結流
路６の少なくとも一方の流路抵抗を大きく設定し、合流流路６ａの流路抵抗を小さく設定
すべきである。そのためには、例えば、各分岐流路３の流路断面積を０.５ｍｍ2とし、連
結流路６の断面積を、４つの分岐流路３の流路断面積の合計２.０ｍｍ2よりも大きい４.
０ｍｍ2とし、合流流路６ａの断面積をさらに大きい６.０ｍｍ2とすれば、分岐流路３か
ら連結流路６、合流流路６ａの順に流路抵抗を小さくすることができる。但し、合流流路
６ａの断面積を大きく設定しすぎると、流速が小さくなりすぎて熱式流量計４の検出範囲
から外れるので注意すべきである。
【００２９】
このように流体検出装置を構成すれば、複数の開口端部２にて主流路１の壁面近傍からそ
れぞれ分岐された流体の流れの一部が分岐流路３を介して連結流路６に流れ込み、合流流
路６ａにて１つの流れにまとめられて通流する。従って熱式流量計４は、前記各分岐流路
３にそれぞれ分岐された流れの総和に相当する総流量を検出することになる。また熱式流
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量計４にて検出される総流量を上記分岐流路３の数ｎにて除算すれば各分岐流路３の１本
あたりの流量、つまり平均流量を算出することが可能となり、これによって主流路１の内
壁面近傍を通流する流体（層流境界層または層流底層）の平均流速、ひいてはこの平均流
速に所定の定数を乗ずることで主流路１を通流する流体の平均流速を簡易に計測すること
が可能となる。
【００３０】
特にこのような構成を採用した場合、複数の分岐流路３のそれぞれに熱式流量計４を組み
込む必要がなくなり、１個の熱式流量計４を用いるだけで良いので、例えば複数の分岐流
路３を並列接続するための連結流路６を必要とするといえども、その信号処理系を含む全
体的な構成の簡素化を図ることが可能となる。この場合においても並列接続する複数の分
岐流路３については、前述した開口端部２ａを主流路１の上流側に向けた複数の分岐流路
３ａであっても良く、或いは開口部２ｂを主流路１の下流側に向けた複数の分岐流路３ｂ
であっても良い。
【００３１】
ところで主流路１に、開口端部２ａを主流路１の上流側に向けた分岐流路３ａと、開口端
部２ｂを主流路１の下流側に向けた分岐流路３ｂとを設ける場合、図５に示すようにこれ
らの分岐流路３ａ,３ｂの他端部を互いに連通させ、主流路１から分岐流路３ａに導かれ
た流体の一部を分岐流路３ｂを介して主流路１に戻すように構成することも可能である。
この場合には上記各分岐流路３ａ,３ｂの開口端部２ａ,２ｂが互いに背中合わせとなるよ
うに配置し、上記分岐流路３ａに分岐された流体が分岐流路３ｂを介して開口端部２ａの
上流側に戻されることがないようにする方が良い。即ち、上記分岐流路３ａ,３ｂに分岐
されて流れる流体が、その分岐点と同じかそれよりも下流側に戻されるようにしておけば
良い。しかし、上記分岐流路３ａに分岐された流体が分岐流路３ｂを介して開口端部２ａ
の上流側に戻されることを否定するものではない。
【００３２】
尚、開口端部２ａを主流路１の上流側に向けた分岐流路３ａと、開口端部２ｂを主流路１
の下流側に向けた分岐流路３ｂとが複数対設けられる場合には、これらの分岐流路３ａ,
３ｂの他端部を個別に連通させれば良い。しかし前述したように複数の分岐流路３ａおよ
び複数の分岐流路３ｂのそれぞれを並列接続して設ける場合には、これらの並列接続した
分岐流路３ａ,３ｂの他端部（連結流路６の他端部）を互いに連通させるようにすれば良
い。
【００３３】
このようにして開口端部２ａを主流路１の上流側に向けた分岐流路３ａと、開口端部２ｂ
を主流路１の下流側に向けた分岐流路３ｂの各他端部を互いに連通させた構造とすれば、
主流路１から分岐流路３ａに分岐された流体の一部が分岐流路３ｂを介して上記主流路１
に戻されることになるので、その流れを安定なものとすることができる。しかも主流路１
を通流する流体がその外部に放出されることがなく、また外部から導入された流体が主流
路１を通流する流体に混入することがないので、該主流路１を通流する流体自体に何等の
変化も及ぼさない。従って主流路路１を通流する流体に影響を及ぼすことなくその流速（
流量）を検出することが可能となり、更には流体検出装置としての動作信頼性を十分に高
めることが可能となる。
【００３４】
ところで上述した如く構成される流体検出装置は、例えば図６(ａ)(ｂ)に示すような薄型
の装置として具現化することができる。尚、図６(ａ)は流体検出装置の縦断面を示し、図
６(ｂ)は図６(ａ)において破断線Ｘ-Ｘによって示す上記流体検出装置の横断面を示して
いる。ここでは紙面右側が上流側、左側が下流側として描かれている。
【００３５】
この装置は、燃料ガス等を通流する円形のガス配管のフランジ結合部に介挿して用いるよ
うに構成したもので、所定の厚み（例えば９ｍｍ）をなすリング状の第１部材１０と、こ
の第１部材１０の外周に嵌め込まれるリング状の第２部材２０とからなる。これらの第１
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および第２部材１０,２０は、それぞれ金属製の部材からなるが、高耐熱性を有するプラ
スチック製のものであっても良い。
【００３６】
所定の厚みを有するリング状の第１部材１０の円環状の内壁面１１が流体の主流路１を形
成している。特にこの内壁面１１は、その内径Ｄを第１部材１０の厚み方向（流体の通流
方向）に滑らかに変化させて、中央部分での内径Ｄが最小となるような断面半円弧状、或
いは断面半楕円形をなす滑らかな流線型状をなす曲面として形成されている。尚、この内
壁面１１の最大内径Ｄはガス配管の内径（例えば２１ｍｍ）を考慮して、その両端部にお
いて２１ｍｍに設定されており、また内壁面中央部での内側への突出高ｈは、例えば０.
５～１.０ｍｍ程度に設定されている。即ち、内壁面１１の最小内径Ｄ－２ｈは１９～１
８ｍｍ程度に設定されており、上記の滑らかな表面形状と相俟って、主流路を流れる流体
に与える圧力損失は極めて小さい。
【００３７】
この第１部材１０には、上述した形状をなす内壁面１１に開口端部２を設けた分岐流路３
をなす複数の貫通孔１２が、該第１部材１０の内壁面１１から外周面１４ａに掛けて設け
られている。特に上記開口端部２は、断面半円弧状、或いは断面半楕円形をなす前記内壁
面１１の中央部から両辺部に掛けて、それぞれ該第１部材１０の厚み方向に漏斗状に開口
する楕円形状の凹部として設けられている。特に上述した凹部形状をなす開口端部２につ
いては、その開口方向を主流路１の軸心に対して、例えば略６０°の傾きを付けて設けら
れている。図６(ａ)においては図の見易さを優先するために開口端部２ａと開口端部２ｂ
との位置をやや左右に離して描いてあるが、実際の流体検出装置の設計にあたっては、上
記の角度を最適に設定することで、この断面方向から見て開口端部２ａと開口端部２ｂと
が完全に重なるように配置することも可能である。
【００３８】
これらの内壁面１１の中央部から両辺部に掛けてそれぞれ設けられた開口端部２の一方は
、流体通流方向の上流側に向けて開口する開口端部２ａとして、また他方は流体通流方向
の下流側に向けて開口する開口端部２ｂとして機能するようになっている。そしてこれら
の流体通流方向の上流側および下流側にそれぞれ向けて設けられる複数の開口端部２（２
ａ,２ｂ）は、前述したように内壁面１１を周方向に等分する位置にそれぞれ設けられて
おり、第１部材１０の内壁面１１近傍を通流する層流境界層または層流底層の流れの一部
を分岐して貫通孔１２（分岐流路３）に導くようになっている。このような構成を採るこ
とで、分岐流路の流入側の開口端部２ａと流出側の開口端部２ｂとの位置を極めて近接さ
せて設け、流体の特定の振動周波数（波長）に対して感度が低下するという問題を実質的
に解消している。
【００３９】
また前記第１部材１０の外周面１４ｂには、周方向に２条の溝１３ａ,１３ｂが平行に設
けられている。これらの溝１３ａ,１３ｂは、その底部（即ち、外周面１４ａ）に前述し
た複数の貫通孔１２の他端部をそれぞれ連通したもので、第１部材１０の外周面に嵌め込
まれる第２部材２０の内周面２３によってその上面が閉塞されて前述した環状の連通流路
６をそれぞれ形成する。
【００４０】
一方、前記第２部材２０は、上述したように第１部材１０の外周面に嵌め込まれて溝１３
ａ,１３ｂの上面を閉塞する内周面２３と、この内周面２３の一部に穿たれて前記溝１３
ａ,１３ｂ間を連通させる凹状の空間部２１とを備える。またこの空間部２１の底面には
所定形状の流量計取付孔が穿たれており、この流量計取付孔に第２部材２０の外周面側か
ら所定形状のパッケージに実装された熱式流量計４が組み込まれるようになっている。
【００４１】
そして上述した第１部材１０と第２部材２０は、溝１３ａ,１３ｂの上面を閉塞して組み
合わせた状態で、つまり第２部材２０の内周面２３に第１部材１０を嵌め込んだ状態で、
これらの間を気密に溶接する等して接合一体化される。これによって前述した貫通孔１２
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がなす分岐流路３と、溝１３ａ,１３ｂがなす連結流路６とが空間部２１を介して連通さ
れることになる。分岐流路の断面積は、開口端部２の最狭部が最も小さくなるように形成
されており、溝１３、空間部２１の順に大きくなるように形成されている。それで、その
順番に流体抵抗が小さくなっている。
【００４２】
尚、簡略化のため図示していないが、図６(ａ)において、溝１３ａと溝１３ｂとの間の、
第１部材１０の外周と第２部材２０の内周との接触面に円環状の溝を形成し、この溝にＯ
リング等のパッキンを設けても良い。そのようにすれば、工作精度の不足に起因して溝１
３ａからこの接触面の隙間を通って溝１３ｂへ至る流体の漏れを防止することができ、流
体が必ず空間部２１を通って流れるので検出誤差の防止に役立つ。
【００４３】
尚、第２部材２０および気密を保つためのパッキン３０,３０には、前述した空間部２１
を設けた位置を避けて図５(ｂ)に示すように複数の丸穴２２が等角度間隔で設けられてい
る。これらの丸穴２２は、ガス配管のフランジ結合部に組み付けられて、相対向する一対
のフランジ部間を結合するボルト（図示せず）を挿通するためのものである。尚、パッキ
ン３０に代えて、第２部材２０において、配管フランジに対向する面に円環状の溝を設け
、その中にＯリング状のパッキンを配置しても良い。これらのパッキンの材質は、使用す
る温度に応じてゴムや軟銅など周知のものから適宜選択すれば良い。またパッキン３０,
３０に熱伝導率の低い材質（例えば耐熱繊維を成形したもの）を用い、第２部材２０に熱
伝導率の高い材質（例えばアルミニウム）を用いれば、分流された燃焼ガスを効率よく冷
却することができる。燃焼ガスの冷却をさらに促進するために、第２部材２０の直径を大
きくするなどして空間部２１の流路長を長くしたり、空間部２１の周囲を冷却する冷却フ
ィンや冷却装置を外部に設けても良い。
【００４４】
かくして上述した構造の薄型の流体検出装置によれば、既存のガス配管のフランジ結合部
間に挟み込み、その流路内に介挿するだけで、簡易にガスタービン等の燃料ガス供給系に
組み付けることができる。そしてガス配管を通流する燃料ガスの、ガス配管の壁面近傍に
流れる層流境界層または層流底層の流れの一部を前述した空間部２１に導き、その流速（
流量）を効果的に計測することができる。しかも前述したようにガス配管を通流する燃料
ガスの流速（流量）を、分岐流路３を流れる流体の流速として高精度に測定することがで
きるので、その実用的利点が絶大である。
【００４５】
尚、ガス配管を通流する燃料ガスが高温であっても、また燃料ガスに塵が含まれるような
場合であっても、その燃料ガスの一部を分岐流路３を介してバイパスして計測を行うので
、その途中で燃料ガスを冷却したり、更には折れ曲がった流路構造が持つ慣性集塵効果に
より塵を取り除くことができるので、一般的に耐熱性がさほど高くない熱式流量計４を用
いても、その計測を容易にしかも安定に行うことができる。特に従来のオリフィスを用い
て生成される差圧を利用して流量計測を行う流量計と異なり、流路内壁近傍の流れからそ
の流体の質量流量を検出するので、圧力損失の問題等を招来することなくその計測を高精
度に行い得る等の利点が奏せられる。
【００４６】
図７は上述した構造の流体検出装置を用いて計測された流量と、主流路１を流れる流体の
実流量との関係を対比して示したものである。この図７において特性Ａはその上流側と下
流側とに内径２１ｍｍの直管（ガス配管）をフランジを介してそれぞれ接続した場合、特
性Ｂは上流側と下流側とに内径２７ｍｍの直管（ガス配管）をフランジを介してそれぞれ
接続した場合、そして特性Ｃは上流側に内径２１ｍｍの直管（ガス配管）を接続し、下流
側に内径２７ｍｍの直管（ガス配管）を接続した場合における各計測特性をそれぞれ示し
ている。
【００４７】
また特性Ｄは上流側に内径２１ｍｍの曲管（ガス配管）を接続すると共に、下流側に内径
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２１ｍｍの直管（ガス配管）を接続した場合、特性Ｅは上流側に内径２７ｍｍの曲管（ガ
ス配管）を接続すると共に、下流側に内径２７ｍｍの直管（ガス配管）を接続した場合、
そして特性Ｆは上流側に内径２１ｍｍの曲管（ガス配管）を接続すると共に、下流側に内
径２７ｍｍの直管（ガス配管）を接続した場合における各計測特性をそれぞれ示している
。
【００４８】
これらの各特性Ａ～Ｆにそれぞれ示されるように、ガス配管の内径に殆ど依存することな
く、しかもガス配管が直管であるか曲管であるかに依存することなく、つまり流体の流れ
に歪みがあるか否かに拘わることなく本発明に係る流体検出装置によれば、略直線に近い
検出特性が得られることが確認できた。また主流量と平均側壁流量との誤差も殆どないこ
とが確認できた。即ち、流れと検出出力とが比例関係にあると看做し得る領域が比較的広
く、十分な検出精度を有することが確認できた。
【００４９】
このような実験結果を踏まえれば、例えば図８に示すように開口端部２が主流路１の流路
断面積を狭めるような、その管内の内側に突出する部位７の先端に設けられていても、そ
の突出部位７が主流路１の内壁面近傍に流れる層流境界層または層流底層を妨げるもので
なければ、その突出高さは殆ど問題にならないと言える。従って標準的なガス配管の内径
が２１ｍｍまたは２７ｍｍであることを考慮すれば、前述したように主流路１の最小内径
を１９ｍｍとした流体検出装置を準備しておくだけで、２１ｍｍまたは２７ｍｍの配管に
そのまま適用することが可能となる。
【００５０】
ここで上述した流量検出装置に組み込まれる熱式流量計４について簡単に説明する。この
熱式流量計は、例えば図９に示すようにシリコン基台Ｂ上に設けた発熱抵抗体からなるヒ
ータ素子Ｒｈを間にして、流体の通流方向Ｆに測温抵抗体からなる一対の温度センサＲｕ
,Ｒｄを設けた素子構造を有し、マイクロフローセンサと称される。そして熱式流量計（
マイクロフローセンサ）は、上記ヒータ素子Ｒｈから発せられる熱の拡散度合い（温度分
布）が前記流体の通流によって変化することを利用し、前記温度センサＲｕ,Ｒｄの熱に
よる抵抗値変化から前記流体の流量Ｑを検出するものとなっている。
【００５１】
具体的にはヒータ素子Ｒｈから発せられた熱が流体の流量Ｑに応じて下流側の温度センサ
Ｒｄに加わることで、該温度センサＲｄの熱による抵抗値の変化が上流側の温度センサＲ
ｕよりも大きいこと利用して上記流量Ｑを計測するものとなっている。尚、図中Ｒｒは、
前記ヒータ素子Ｒｈから離れた位置に設けられた測温抵抗体からなる温度センサであって
、周囲温度の計測に用いられる。
【００５２】
図１０は上述したマイクロフローセンサを用いた熱式流量計の概略構成を示している。即
ち、ヒータ素子Ｒｈの駆動回路は、該ヒータ素子Ｒｈと周囲温度計測用の温度センサＲｒ
、および一対の固定抵抗Ｒ１,Ｒ２を用いてブリッジ回路４１を形成し、所定の電源から
供給される電圧ＶccをトランジスタＱを介して前記ブリッジ回路４１に印加すると共に、
該ブリッジ回路４１のブリッジ出力電圧を差動増幅器４２にて求め、そのブリッジ出力電
圧が零となるように前記トランジスタＱを帰還制御して前記ブリッジ回路４１に加えるヒ
ータ駆動電圧を調整するように構成される。このように構成されたヒータ駆動回路により
、前記ヒータ素子Ｒｈの発熱温度が、その周囲温度ｔよりも常に一定温度差Δｔだけ高く
なるように制御される。
【００５３】
一方、前記一対の温度センサＲｕ,Ｒｄの熱による抵抗値変化から前記マイクロフローセ
ンサに沿って通流する流体の流量Ｑを検出する流量検出回路は、上記一対の温度センサＲ
ｕ,Ｒｄと一対の固定抵抗Ｒｘ,Ｒｙを用いて流量計測用のブリッジ回路４３を形成し、温
度センサＲｕ,Ｒｄの抵抗値の変化に応じたブリッジ出力電圧を差動増幅器４４を介して
検出するように構成される。そして前記ヒータ駆動回路によりヒータ素子Ｒｈの発熱量を
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一定化した条件下において、差動増幅器４４を介して検出されるブリッジ出力電圧Ｖout
から前記マイクロフローセンサに沿って通流する流体の流量Ｑを求めるものとなっている
。このようなマイクロフローセンサの特徴は、極めて低流速（例えば下限が０.３ｍｍ／
秒）の気流を計測できることである。そのため、上述の実施の形態のように主流路の流量
に対し分岐流路の流量が極めて小さくても（例えば１／１０００程度）、分岐流路に流れ
る流体を高感度に検出することができる。
【００５４】
このように構成される熱式流量計において、図８に示すようにブリッジ回路４１に加える
ヒータ駆動電圧Ｖhをモニタすれば、このヒータ駆動電圧Ｖhは周囲温度の変化に対応した
ものであるから、例えば燃焼室から伝わってくる燃焼振動に起因する温度変化を上記ヒー
タ駆動電圧Ｖhの変化量（振幅）や振動周波数として捉えることが可能となる。即ち、燃
焼振動は、燃焼室に近いガス配管等における燃料ガスや、その周囲の空気に伝わってくる
。従ってこのような燃焼振動を熱式流量計におけるヒータ素子Ｒｈの駆動電圧の変化とし
て捉えれば、これによって燃焼振動を簡易にモニタすることが可能となる。従って熱式流
量計を用いて流量測定を行うと同時に、同じ熱式流量計を用いて燃焼振動をモニタするこ
とが可能となる。
【００５５】
尚、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。例えば主流路１の内壁面に沿
ってその周方向に複数設けられる開口端部２の数ｎは、その仕様に応じて定めれば良いも
のである。またその開口端部２の大きさや形状についても種々変形可能であり、例えば凹
部に代えてパイプ状に突出するものとして実現することも可能である。更に主流路１の断
面形状は円形でなくても良い。円形以外の断面形状を有する主流路１にｎ個の開口端部２
を設ける場合、各開口端部２の設置位置については、実験によって最適な位置を見出すこ
とが望ましい。或いは主流路１の断面積を仮想線でｎ等分に分割し（ただし仮想線は主流
路断面の中心を通る）、それぞれの分割片の仮想中心線上に各開口端部２を設けても良い
。これは、主流路１の断面形状が円形のときに、各開口端部２を、その周囲に等角度に配
置することに相当する。更には熱式の流量計については、前述した半導体上に集積したマ
イクロフローセンサに代えて、サーモパイル（熱電対）で温度センサを構成したものや、
数ミクロンのワイヤを用いた熱線式のものを用いることも可能である。要は本発明はその
要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【００５６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、主流路の内壁に極めて近い位置の流体の流れを分流
し、その流れを検出するので、以下に挙げる効果のうちの少なくとも一つを奏することが
できる。
(１)　流路に流れる流体が高温であったとしてもその流れを検出できるように構成するこ
とが可能であると共に、圧力損失が極めて小さくなるように構成できる。
(２)　流れと検出出力とが比例関係にあるとみなせる領域が比較的広くなるように構成で
きる。
(３)　分岐流路の流入側の開口端部と流出側の開口端部との位置を近接させて設けること
を可能とし、それゆえガスの振動を正確に検出できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る流体検出装置の流量検出原理を説明するための図。
【図２】本発明の実施形態に係る流体検出装置の基本的な構成例を示す図。
【図３】本発明に係る流体検出装置の別の実施形態を示す図。
【図４】本発明に係る流体検出装置の更に別の実施形態を示す図。
【図５】本発明に係る流体検出装置の好ましい実施形態を示す図。
【図６】本発明に係る流体検出装置の具現例を示す概略構成図。
【図７】図６に示す流体検出装置の計測特性を示す図。
【図８】本発明に係る流体検出装置の変形例を示す図。
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【図９】本発明に係る流体検出装置に組み込まれる熱式流量計の例を示す図。
【図１０】図９に示す熱式流量計の基本的な回路構成図。
【符号の説明】
１　主流路
２,２ａ,２ｂ　開口端部
３,３ａ,３ｂ　分岐流路
４　熱式流量計
５　信号処理部
６　連結流路
１０　第１部材
１２　貫通孔
１３ａ,１３ｂ　溝（連結流路）
２０　第２部材
２１　空間部（連通部）
３０　連結板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１０】
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